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‐１‐ 

議案第１０９号 

 

   財産の取得について 

 

                            （消防局警防課）  

 

１ 提案の理由 

  東広島消防署に配備する救助工作車を買い入れようとするものである。 

２ 取得する財産 

 (1) 種別 動産 

 (2) 種類 消防用車両 

 (3) 品名 救助工作車 

 (4) 数量 １台 

３ 取得価格 

  １億９,００８万円 

４ 相手方 

  東広島市西条昭和町１４番９号 

  株式会社ツモリオート 

  代表取締役 津 森 洋 介 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第３条 地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければ

ならない財産の取得又は処分は、予定価格２,０００万円以上の不動産若しくは

動産の買入れ若しくは売払い（－略－）又は不動産の信託の受益権の買入れ若し

くは売払いとする。 

 



 

‐２‐ 

議案第１１０号 

 

   財産の取得について 

 

                     （教育委員会生涯学習部文化課）  

 

１ 提案の理由 

  新東広島市立美術館に設置するスタンド式展示ケース等を買い入れようとする

ものである。 

２ 取得する財産 

 (1) 種別 動産 

 (2) 種類 美術品展示用備品 

 (3) 品名及び数量 スタンド式展示ケース６台、展示台２０台、あんどん型ケー

ス２１台、平型のぞきケース４台、ハイケース２台 

３ 取得価格 

  １億６,９３９万９,９９７円 

４ 相手方 

  東広島市西条大坪町８番３２号 

  株式会社きんし東広島本店 

  代表取締役 地 岡 三 利 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第３条 地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければ

ならない財産の取得又は処分は、予定価格２,０００万円以上の不動産若しくは

動産の買入れ若しくは売払い（－略－）又は不動産の信託の受益権の買入れ若し

くは売払いとする。 



 

‐３‐ 

議案第１１１号 

 

   財産の取得について 

 

                     （教育委員会生涯学習部文化課）  

 

１ 提案の理由 

  新東広島市立美術館に収蔵する美術品を買い入れようとするものである。 

２ 取得する財産 

 (1) 種別 動産 

 (2) 種類 版画 

 (3) 作品名及び数量 最後の版画 全２０点 

   （内訳） 

作品名 
シート寸法 

横×縦（ｍｍ） 

あらもの屋 １,２１０×１,６１０ 

やきもちやき ６０５×８９５ 

浮気者 ６０５×８９５ 

魔法使い ６０５×８９５ 

短刀使い ６０５×８９５ 

音楽会 ６００×９００ 

小ぞりに乗った恋人たちⅠ ８８０×６０５ 

小ぞりに乗った恋人たちⅡ ８８０×６４５ 

痴話げんかⅠ ６１０×８９０ 

痴話げんかⅡ ６４５×９１５ 

三つの輪Ⅰ ９００×６１０ 

三つの輪Ⅱ ８９０×６５０ 

恋人たちとルナパークⅠ ８９５×６０５ 

恋人たちとルナパークⅡ ８９５×６０５ 

魔術Ⅰ ８９５×６０５ 

魔術Ⅱ ９２０×６４５ 

誘拐 ８９５×６０５ 

口先のうまいカタルニア人 ８９５×６０５ 

パルクグエルの恋人たち ８９５×６０５ 

春の夜 ８９５×６０５ 

 (4) 作者 ジョアン・ミロ 



 

‐４‐ 

 (5) 制作年 昭和５６（１９８１）年 

３ 取得価格 

  ３,６３０万円 

４ 相手方 

  京都府京都市中京区寺町通二条上る常盤木町４８番地５ 

  ギャルリー宮脇 

  宮 脇   豊 

 

 

 

 （根拠条例） 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第３条 地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さなければ

ならない財産の取得又は処分は、予定価格２,０００万円以上の不動産若しくは

動産の買入れ若しくは売払い（－略－）又は不動産の信託の受益権の買入れ若し

くは売払いとする。 



‐５‐ 

議案第１１２号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

                     （生活環境部地域づくり推進課）  

 

１ 提案の理由 

  加計多目的ホールの建物を加計地区自治会に無償で譲渡しようとするものであ

る。 

２ 無償で譲渡する財産 

所  在 種別 構 造 延べ面積 

東広島市西条町下三永１０７３

０番地３８８ 

建物 木造平屋建て １３４.９８平方メ

ートル 

３ 相手方 

  東広島市西条町下三永１０７３０番地３８８ 

  加計地区自治会 

  会長 廿日出 秀 一 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 



 

‐６‐ 

議案第１１３号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

                     （生活環境部地域づくり推進課）  

 

１ 提案の理由 

  東集会所の建物を丁田一区・二区に無償で譲渡しようとするものである。 

２ 無償で譲渡する財産 

所  在 種別 構 造 延べ面積 

東広島市福富町久芳６５２４番

地１ 

建物 木造平屋建て ５４.００平方メー

トル 

３ 相手方 

  東広島市福富町久芳２８４番地２ 

  丁田一区・二区 

  代表 久保原 義 雄 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 



 

‐７‐ 

議案第１１４号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

                     （生活環境部地域づくり推進課）  

 

１ 提案の理由 

  市組コミュニティホームの建物を市組自治会に無償で譲渡しようとするもので

ある。 

２ 無償で譲渡する財産 

所  在 種別 構 造 延べ面積 

東広島市福富町上竹仁１５６３

番地１ 

建物 木造平屋建て １１８.８６平方メ

ートル 

３ 相手方 

  東広島市福富町上竹仁１５６３番地１ 

  市組自治会 

  会長 岸   正 治 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 



 

‐８‐ 

議案第１１５号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

                     （生活環境部地域づくり推進課）  

 

１ 提案の理由 

  串集会所の建物を串・大草田自治会に無償で譲渡しようとするものである。 

２ 無償で譲渡する財産 

所  在 種別 構 造 延べ面積 

東広島市豊栄町清武１２４８９

番地２ 

建物 木造平屋建て １０３.５１平方メ

ートル 

３ 相手方 

  東広島市豊栄町清武１２４８９番地２ 

  串・大草田自治会 

  会長 藤 川 智 敏 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 



 

‐９‐ 

議案第１１６号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

                     （生活環境部地域づくり推進課）  

 

１ 提案の理由 

  小田コミュニティホームの建物を小田１２の組に無償で譲渡しようとするもの

である。 

２ 無償で譲渡する財産 

所  在 種別 構 造 延べ面積 

東広島市河内町小田１１４番地

２ 

建物 木造平屋建て ６６.０３平方メー

トル 

３ 相手方 

  東広島市河内町小田１１４番地２ 

  小田１２の組 

  区長 玉 川 勇二郎 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 
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議案第１１７号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

                     （生活環境部地域づくり推進課）  

 

１ 提案の理由 

  市之畑集会所の建物を市之畑区に無償で譲渡しようとするものである。 

２ 無償で譲渡する財産 

所  在 種別 構 造 延べ面積 

東広島市安芸津町三津１２８６

番地１ 

建物 木造２階建て ７９.５０平方メー

トル 

３ 相手方 

  東広島市安芸津町三津１２８６番地１ 

  市之畑区 

  会長 要 田 正 治 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 
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議案第１１８号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

                     （生活環境部地域づくり推進課）  

 

１ 提案の理由 

  西之谷集会所の建物を西之谷コミュニティ推進会議に無償で譲渡しようとする

ものである。 

２ 無償で譲渡する財産 

所  在 種別 構 造 延べ面積 

東広島市安芸津町木谷３５９番

地２ 

建物 木造平屋建て １３４.０７平方メ

ートル 

３ 相手方 

  東広島市安芸津町木谷３５９番地２ 

  西之谷コミュニティ推進会議 

  会長 西 岡 達 郎 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 
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議案第１１９号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

                    （健康福祉部地域包括ケア推進課）  

 

１ 提案の理由 

  菅田老人集会所の建物を菅田区自治会に無償で譲渡しようとするものである。 

２ 無償で譲渡する財産 

所  在 種別 構 造 延べ面積 

東広島市黒瀬町菅田１０００５

番地 

建物 木造平屋建て １２１.２９平方メ

ートル 

３ 相手方 

  東広島市黒瀬町菅田２４３番地 

  菅田区自治会 

  会長 岩 水   正 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 
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議案第１２０号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

                    （健康福祉部地域包括ケア推進課）  

 

１ 提案の理由 

  西の谷老人集会所の建物を西の谷自治会に無償で譲渡しようとするものであ

る。 

２ 無償で譲渡する財産 

所  在 種別 構 造 延べ面積 

東広島市福富町久芳５３９１番

地２ 

建物 木造平屋建て １０４.２５平方メ

ートル 

３ 相手方 

  東広島市福富町久芳５２４９番地１ 

  西の谷自治会 

  会長 德 川 隆 司 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 
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議案第１２１号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

                    （健康福祉部地域包括ケア推進課）  

 

１ 提案の理由 

  戸野老人集会所の建物を自治組織 ふれあいの里戸野に無償で譲渡しようとす

るものである。 

２ 無償で譲渡する財産 

所  在 種別 構 造 延べ面積 

東広島市河内町戸野８８５番地 建物 木造平屋建て １４３.３５平方メ

ートル 

３ 相手方 

  東広島市河内町戸野７３８番地 

  自治組織 ふれあいの里戸野 

  会長 大 月 靖 規 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 



 

‐１５‐ 

議案第１２２号 

 

   財産の無償譲渡について 

 

                    （健康福祉部地域包括ケア推進課）  

 

１ 提案の理由 

  鶴亀山老人集会所の建物を鶴亀山コミュニティーに無償で譲渡しようとするも

のである。 

２ 無償で譲渡する財産 

所  在 種別 構 造 延べ面積 

東広島市河内町入野２６５番地

４ 

建物 木造平屋建て １０１.０３平方メ

ートル 

３ 相手方 

  東広島市河内町入野２６５番地４ 

  鶴亀山コミュニティー 

  会長 三 好 幸 藏 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 

 



 

‐１６‐ 

議案第１２３号 

 

   財産の無償貸付けについて 

 

                     （生活環境部地域づくり推進課）  

 

１ 提案の理由 

  加計多目的ホールを無償で譲渡することに伴い、その敷地の用に供されている

土地を当該譲渡を受ける者に無償で貸し付けようとするものである。 

２ 無償で貸し付ける財産 

所  在 種別 地目 面積（㎡） 

東広島市西条町下三永字午王曽原１０７３０番

３８８ 
土地 宅地 ２５２.７９ 

東広島市西条町下三永字午王曽原１０７３０番

４０６ 

土地 原野 １０７    

計 ３５９.７９ 

３ 貸付期間 

  令和２年８月１日から令和７年３月３１日まで 

４ 相手方 

  東広島市西条町下三永１０７３０番地３８８ 

  加計地区自治会 

  会長 廿日出 秀 一 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 
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議案第１２４号 

 

   財産の無償貸付けについて 

 

                     （生活環境部地域づくり推進課）  

 

１ 提案の理由 

  東集会所を無償で譲渡することに伴い、その敷地の用に供されている土地を当

該譲渡を受ける者に無償で貸し付けようとするものである。 

２ 無償で貸し付ける財産 

所  在 種別 地目 面積（㎡） 

東広島市福富町久芳字北解６５１８番４の一部 土地 畑 １４ 
東広島市福富町久芳字北解６５１９番１ 土地 畑 ５８ 

東広島市福富町久芳字北解６５１９番３の一部 土地 畑 ７ 

東広島市福富町久芳字北解６５２４番１ 土地 畑 ２２２ 

東広島市福富町久芳字北解６５２４番２の一部 土地 畑 ９ 

東広島市福富町久芳字北解６５２４番１及び６５

２４番２の地先 

土地 ― ２６ 

計 ３３６ 

３ 貸付期間 

  令和２年８月１日から令和７年３月３１日まで 

４ 相手方 

  東広島市福富町久芳２８４番地２ 

  丁田一区・二区 

  代表 久保原 義 雄 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 
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 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 
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議案第１２５号 

 

   財産の無償貸付けについて 

 

                     （生活環境部地域づくり推進課）  

 

１ 提案の理由 

  串集会所を無償で譲渡することに伴い、その敷地の用に供されている土地を当

該譲渡を受ける者に無償で貸し付けようとするものである。 

２ 無償で貸し付ける財産 

所  在 種別 地目 面積（㎡） 

東広島市豊栄町清武４４１８番５ 土地 宅地 １１.０４ 

東広島市豊栄町清武字宮ケ谷山１２４８９番２

の一部 
土地 宅地 ３６６    

東広島市豊栄町清武４４１８番５地先 土地 ― １    

計 ３７８.０４ 

３ 貸付期間 

  令和２年８月１日から令和７年３月３１日まで 

４ 相手方 

  東広島市豊栄町清武１２４８９番地２ 

  串・大草田自治会 

  会長 藤 川 智 敏 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 
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議案第１２６号 

 

   財産の無償貸付けについて 

 

                     （生活環境部地域づくり推進課）  

 

１ 提案の理由 

  西之谷集会所を無償で譲渡することに伴い、その敷地の用に供されている土地

を当該譲渡を受ける者に無償で貸し付けようとするものである。 

２ 無償で貸し付ける財産 

所  在 種別 地目 面積（㎡） 

東広島市安芸津町木谷字浜田３５９番１ 土地 宅地 ９３.１２ 
東広島市安芸津町木谷字浜田３５９番２の一

部 

土地 雑種地 １９１    

計 ２８４.１２ 

３ 貸付期間 

  令和２年８月１日から令和７年３月３１日まで 

４ 相手方 

  東広島市安芸津町木谷３５９番地２ 

  西之谷コミュニティ推進会議 

  会長 西 岡 達 郎 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

 (6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 



 

‐２１‐ 

議案第１２７号 

 

   財産の無償貸付けについて 

 

                    （健康福祉部地域包括ケア推進課）  

 

１ 提案の理由 

  戸野老人集会所を無償で譲渡することに伴い、その敷地の用に供されている土

地を当該譲渡を受ける者に無償で貸し付けようとするものである。 

２ 無償で貸し付ける財産 

所  在 種別 地目 面  積 

東広島市河内町戸野字中河原８

８５番の一部 

土地 宅地 １,３８２.９２平方メートル 

３ 貸付期間 

  令和２年８月１日から令和７年７月３１日まで 

４ 相手方 

  東広島市河内町戸野７３８番地 

  自治組織 ふれあいの里戸野 

  会長 大 月 靖 規 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第９６条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならな

い。 

(6) 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付

けること。 



 

‐２２‐ 

議案第１２８号 

 

   請負契約の締結について 

 

                   （教育委員会学校教育部教育総務課）  

 

１ 提案の理由 

  小学校施設整備事業河内中・（仮称）河内小学校増築及び改修工事（建築）の

請負契約を締結しようとするものである。 

２ 契約の内容  

 (1) 工事の内容 

   建築一式工事 

ア 増築工事 

(ｱ) 校舎棟 

     鉄筋コンクリート造り 

  ２階建て 

     延べ面積 ８５１.０７平方メートル 

   (ｲ) ポンプ室棟 

     鉄筋コンクリート造り 

  平屋建て 

     延べ面積 ２８.８１平方メートル 

   (ｳ) プール棟 

     鉄筋コンクリート造り 

  平屋建て 

     延べ面積 ７９.００平方メートル 

   (ｴ) プール 

     繊維強化プラスチック製 

  水面積 ３００平方メートル 

  イ 改修工事 

    既存校舎棟 
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    鉄筋コンクリート造り 

３階建て 

    延べ面積 ３,７７７.４１平方メートル 

 (2) 契約金額 

   ３億６,２７３万８,２００円 

 (3) 契約の相手方 

   東広島市西条土与丸四丁目２番４８号 

   平原建設株式会社 

   代表取締役 平 原 秀 則 

 (4) 工期 

   東広島市議会の議決のあった日の翌日から令和３年１２月２４日まで 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。 

 



‐２４‐ 

議案第１２９号 

 

   市長、副市長及び教育長の給料の臨時特例に関する条例の制定につい 

   て 

 

                            （総務部職員課）  

 

１ 制定の理由 

  新型コロナウイルス感染症の感染の拡大により社会情勢の変化並びに市民生活

及び地域経済への多大な影響が生じている状況に鑑み、市長、副市長及び教育長

の給料を時限的に減額しようとするものである。 

２ 条例の内容 

令和２年７月１日から同年１２月３１日までの間における市長、副市長及び教

育長の給料月額は、特別職の職員等の給与、旅費等に関する条例の規定にかかわ

らず、同条例に定める給料月額から、当該給料月額に次に掲げる職員の区分に応

じそれぞれに定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。 

 (1) 市長 １００分の１２ 

 (2) 副市長 １００分の１０ 

(3) 教育長 １００分の１０ 

３ 施行期日 

  公布の日 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２０４条 

③ 給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければな

らない。 
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議案第１３０号 

 

   東広島市手数料条例の一部改正について 

 

（財務部財政課）  

 

１ 改正の要旨 

  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一

部改正に伴い、通知カード再交付手数料を廃止するとともに、建築物エネルギー

消費性能基準等を定める省令の一部改正により建築物エネルギー消費性能の算出

について簡易的な評価の方法が定められたことに伴い、建築物エネルギー消費性

能基準適合認定申請手数料に関し、当該方法に対応する区分を次のとおり追加し

ようとするものである。 

 (1) モデル住宅法により建築物消費エネルギー性能を算出した場合の建築物エネ

ルギー消費性能基準適合認定申請手数料の額 

床面積 手数料の額 

２００平方メートル未満 １９,０００円 

２００平方メートル以上 ２０,０００円 

 (2) フロア入力法により建築物消費エネルギー性能を算出した場合の建築物エネ

ルギー消費性能基準適合認定申請手数料の額 

床面積 手数料の額 

３００平方メートル未満 ３５,０００円 

３００平方メートル以上 

２,０００平方メートル未満 

６１,０００円 

２,０００平方メートル以上 

５,０００平方メートル未満 

１１０,０００円 

５,０００平方メートル以上 １６７,０００円 

２ 施行期日 

  公布の日 

 

 

 

 （根拠法令） 
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 地方自治法 

第２２８条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例で

これを定めなければならない。－略－ 
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議案第１３１号 

 

   東広島市税条例等の一部改正について 

 

                  （財務部市民税課・資産税課・収納課）  

 

１ 改正の理由 

  地方税法等の一部改正に伴い、個人の市民税に係る所得控除及び非課税措置の

適用の対象の見直し、固定資産税に係る所有者が不明な場合の使用者に対する課

税の導入、新型コロナウイルス感染症等の影響の緩和を図るための特例措置その

他所要の規定の整備を行おうとするものである。 

２ 改正の内容 

 (1) 個人の市民税 

  ア 未婚のひとり親（前年の合計所得金額が１３５万円を超える場合を除

く。）を非課税措置の対象に加える。（第２４条関係） 

  イ 所得割の納税義務者が、未婚のひとり親である場合は、その者の前年の総

所得金額等から３０万円を控除する。（第３４条の２関係） 

  ウ 肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例について、適用期限を３年

間延長する。（附則第８条関係） 

  エ 低未利用土地等について一定の譲渡を行った場合は、その年中の当該譲渡

   に係る長期譲渡所得の金額から１００万円を限度として控除する。（附則第

   １７条関係） 

  オ 新型コロナウイルス感染症等の影響による中止等により一定の入場料金等

   払戻請求権を放棄した場合は、その放棄した入場料金等払戻請求権の価額に

   相当する金額について、寄附金税額控除の規定を適用する。（附則第２４条

   関係） 

  カ 住宅の購入等に係る資金を借り入れて一定の取得等をした住宅に新型コロ

   ナウイルス感染症等の影響により令和２年１２月３１日までに入居すること

   ができなかった場合において、令和３年１２月３１日までに当該住宅に入居

   したときは、住宅借入金等特別税額控除の適用の期限を、令和１６年度分の
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   個人の市民税まで延長する。（附則第２５条関係） 

 (2) 法人の市民税 

   国税における連結納税制度の見直しに合わせて、所要の規定の整備を行う。

（第４８条、第５２条関係） 

 (3) 固定資産税 

  ア 調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が１人も明らかにならない場合に

   は、事前にその使用者に通知した上で、当該使用者を所有者とみなして、固

   定資産税を課することができることとする。（第５４条関係） 

  イ 土地又は家屋の所有者として登記簿等に登記等がされている個人が死亡し

   ている場合に、現所有者に、賦課徴収に必要な事項を申告させることができ

   ることとする。（第７４条の３関係） 

  ウ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規

   定する再生可能エネルギー発電設備のうち、令和４年３月３１日までに新た

   に取得された特定水力発電設備に対して課する固定資産税の課税標準は、そ

   の課税標準となるべき価格に４分の３を乗じて得た額とする。（附則第１０

   条の２関係） 

 (4) 市たばこ税 

   軽量な葉巻たばこの課税標準を算定するに当たっての紙巻たばこの本数への

換算の方法を、次のとおり変更する。（第９４条関係） 

現 行 

改 正 

令和２年１０月１日から 

令和３年９月３０日まで 

令和３年１０月１日以後 

葉巻たばこの重量

１グラムをもって紙

巻たばこ１本に換算

する。 

１本当たりの重量が

０.７グラム未満の葉巻

たばこについては、その

１本をもって紙巻たばこ

０.７本に換算する。 

１本当たりの重量が１

グラム未満の葉巻たばこ

については、その１本を

もって紙巻たばこ１本に

換算する。 

 (5) 軽自動車税 

   自家用の３輪以上の軽自動車であって乗用のものを取得した場合の環境性能

割の非課税措置及び税率の特例措置の適用期限を、令和３年３月３１日まで延

長する。（附則第１５条の２関係） 

 (6) 延滞金 



‐２９‐ 

   法人税法の規定により確定申告書の提出期限が延長された場合における法人

の市民税に係る延滞金の割合（平均貸付割合に０.５パーセントを加えた割合

が年７.３パーセントの割合に満たない場合におけるものに限る。）を、次の

とおり引き下げる。（附則第３条の２関係） 

現 行 改 正 

平均貸付割合に１パーセントを加算

した割合 

平均貸付割合に０.５パーセントを 

加算した割合 

 (7) 徴収の猶予 

   新型コロナウイルス感染症等の影響により事業収入の相当な減少がある者か

らの徴収の猶予の申請に関し、申請書の訂正又は添付書類の訂正若しくは提出

を求めたときにおける当該訂正又は提出の期限を、申請者が当該求めに係る通

知を受けた日から２０日間とする。（附則第２３条関係） 

３ 施行期日等 

 (1) 施行期日 

  ア 個人の市民税に関する規定 

   (ｱ) 肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例に関する規定等 公布の

    日 

   (ｲ) その他の規定 令和３年１月１日 

  イ 法人の市民税に関する規定 令和４年４月１日 

  ウ 固定資産税に関する規定 公布の日 

  エ 市たばこ税に関する規定 

   (ｱ) １本の重量が０.７グラム未満の葉巻たばこの紙巻たばこへの換算に関

する規定 令和２年１０月１日 

   (ｲ) １本の重量が１グラム未満の葉巻たばこの紙巻たばこへの換算に関する

規定 令和３年１０月１日 

  オ 軽自動車税に関する規定 公布の日 

  カ 延滞金に関する規定 令和３年１月１日 

  キ 徴収の猶予に関する規定 公布の日 

 (2) 経過措置 

  ア 個人の市民税に関する経過措置 

    未婚のひとり親の所得控除及び非課税措置に関する規定 令和３年度以後
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の年度分の個人の市民税について適用する。 

  イ 法人の市民税に関する経過措置 

    令和４年４月１日以後に開始する事業年度分の法人の市民税について適用

する。 

  ウ 固定資産税に関する経過措置 

   (ｱ) みなし所有者に対する課税に関する規定及び特定水力発電設備に係る課

    税標準の特例に関する規定 令和３年度以後の年度分の固定資産税につい

    て適用する。 

   (ｲ) 現所有者の申告に関する規定 施行日以後に現所有者であることを知っ

た者について適用する。 

  エ 市たばこ税に関する経過措置 

    (1)エ(ｱ)及び(ｲ)に掲げる日前にそれぞれ課した、又は課すべきであった

葉巻たばこに係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

  オ 延滞金に関する経過措置 

    令和３年１月１日以後の期間に対応する延滞金について適用する。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方税法 

第３条 地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴

収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 
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議案第１３２号 

 

   地域再生法に規定する地方活力向上地域における固定資産税の特例に 

   関する条例の一部改正について 

 

                           （財務部資産税課）  

 

１ 改正の要旨 

  地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令の一部改正に合わせ

て、固定資産税の不均一課税の要件である認定整備計画の認定を受ける期限を令

和４年３月３１日とするとともに、所要の規定の整理を行おうとするものであ

る。 

２ 施行期日等 

 (1) 施行期日 

   公布の日 

 (2) 経過措置 

   令和２年４月１日から施行日の前日までの間に認定整備計画の認定を受けた

事業者についても適用する。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方税法 

第３条 地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴

収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 

第６条 

２ 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均一の

課税をすることができる。 
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議案第１３３号 

 

   東広島市コミュニティ活動施設設置及び管理条例及び東広島市地域セ 

   ンター条例の一部改正について 

 

（生活環境部地域づくり推進課）  

 

１ 改正の要旨 

  耕地及び山間地における地番の重複を解消するために実施される山地番の変更

に伴い多目的広場及び地域センターの位置の表示を次のとおり変更するととも

に、加計多目的ホール、東集会所、市組コミュニティホーム、串集会所、小田コ

ミュニティホーム、市之畑集会所及び西之谷集会所を無償で譲渡することに伴い

当該地域集会所を廃止しようとするものである。 

(1) 多目的広場 

名 称 現 行 改 正 

大芝北コミュニ

ティ広場 

東広島市安芸津町風早６５

３番地１６１ 

東広島市安芸津町風早１０

６５３番地１６１ 

(2) 地域センター 

名 称 現 行 改 正 

東広島市平岩地

域センター 

東広島市西条町寺家５２０

番地１２ 

東広島市西条町寺家１０５

２０番地１２ 

東広島市郷田地

域センター 

東広島市西条町郷曽１１３

０番地５ 

東広島市西条町郷曽１１１

３０番地５ 

２ 施行期日 

 (1) 多目的広場及び地域センターの位置の表示の変更に関する規定 令和２年７

月１日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日 

 (2) 地域集会所の廃止に関する規定 令和２年８月１日 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 
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第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 
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議案第１３４号 

 

   東広島市火葬場設置及び管理条例の一部改正について 

 

                        （生活環境部環境対策課）  

 

１ 改正の要旨 

  耕地及び山間地における地番の重複を解消するために実施される山地番の変更

に伴い、安芸津斎場の位置の表示を次のとおり変更しようとするものである。 

２ 施行期日 

  令和２年７月１日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 

現  行 改  正 

東広島市安芸津町風早２９番地１１ 東広島市安芸津町風早１００２９番地

１１ 



 

‐３５‐ 

議案第１３５号 

 

   東広島市老人集会所設置及び管理条例の一部改正について 

 

                    （健康福祉部地域包括ケア推進課）  

 

１ 改正の要旨 

  次の表に掲げる東広島市老人集会所を無償で譲渡すること等に伴い、当該東広

島市老人集会所を廃止しようとするものである。 

菅田老人集会所 

西の谷老人集会所 

三分区老人集会所 

戸野老人集会所 

鶴亀山老人集会所 

２ 施行期日 

  令和２年８月１日等 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 
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1議案第１３６号 

 

   東広島市介護保険条例の一部改正について 

 

                        （健康福祉部介護保険課）  

 

１ 改正の要旨 

 介護保険法施行令の一部改正に伴い、所得の少ない第１号被保険者に対する令

和２年度の保険料の軽減措置を次のとおり強化するとともに、所要の規定の整備

を行おうとするものである。 

区分 第１号被保険者の所得区分 
保険料の年額 

現 行 改 正 

１ 

本人が老齢福祉年金の受給者でその

属する世帯の全員が市町村民税非課

税のもの、生活保護受給者に該当す

る者、本人及びその属する世帯の全

員が市町村民税非課税の者で前年中

の本人の公的年金等の収入金額等が

８０万円以下であるもの等に該当す

る者 

２５,６５０円 ２０,５２０円 

２ 

本人及びその属する世帯の全員が市

町村民税非課税の者で、前年中の本

人の公的年金等の収入金額等が８０

万円を超え、１２０万円以下である

もの等に該当する者 

３５,９１０円 ３４,２００円 

３ 

本人及びその属する世帯の全員が市

町村民税非課税の者で、前年中の本

人の公的年金等の収入金額等が１２

０万円を超えるもの等に該当する者 

４９,５９０円 ４７,８８０円 

２ 施行期日等 

(1) 施行期日 

   公布の日等 

 (2) 経過措置 

   令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 
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（根拠法令） 

介護保険法 

第１２９条 市町村は、介護保険事業に要する費用（－略－）に充てるため、保険

料を徴収しなければならない。 

２ 前項の保険料は、第１号被保険者に対し、政令で定める基準に従い条例で定め

るところにより算定された保険料率により算定された保険料額によって課する。 

３ 前項の保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サービス

の見込量等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額、財政安定化基金

拠出金の納付に要する費用の予想額、第１４７条第１項第２号の規定による都道

府県からの借入金の償還に要する費用の予定額並びに地域支援事業及び保健福祉

事業に要する費用の予定額、第１号被保険者の所得の分布状況及びその見通し並

びに国庫負担等の額等に照らし、おおむね３年を通じ財政の均衡を保つことがで

きるものでなければならない。 
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議案第１３７号 

 

   東広島市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

                        （健康福祉部国保年金課）  

 

１ 改正の理由 

  地方税法施行令の一部改正に伴い国民健康保険税の課税限度額を引き上げ、軽

減措置に係る軽減判定所得の算定方法を変更して軽減対象を拡大するとともに、

所要の規定の整備を行おうとするものである。 

２ 改正の内容 

 (1) 国民健康保険税の課税限度額を次のとおり引き上げる。（第２条、第２５条

関係） 

区 分 現 行 改 正 

基礎課税額 ６１万円 ６３万円 

介護納付金課税額 １６万円 １７万円 

 (2) 国民健康保険税の軽減措置に係る軽減判定所得の算定において、被保険者の

数に乗じる金額を次のとおり引き上げる。（第２５条関係） 

区  分 現 行 改 正 

５割軽減の対象となる世帯 ２８万円 ２８万５,０００円 

２割軽減の対象となる世帯 ５１万円 ５２万円 

３ 施行期日等 

 (1) 施行期日 

   公布の日等 

 (2) 経過措置 

   令和２年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方税法 



 

‐３９‐ 

第３条 地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴

収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。 

 



 

‐４０‐ 

議案第１３８号 

 

   東広島市保育所設置及び管理条例の一部改正について 

 

                         （こども未来部保育課）  

 

１ 改正の要旨 

  耕地及び山間地における地番の重複を解消するために実施される山地番の変更

等に伴い、保育所の位置の表示を次のとおり変更しようとするものである。 

名 称 現  行 改  正 

郷田保育所 東広島市西条町郷曽１１３３

番地２ 

東広島市西条町郷曽１１１３３

番地２ 

木谷保育所 東広島市安芸津町木谷１２１

８番地 

東広島市安芸津町木谷１１２１

８番地１ 

２ 施行期日 

  令和２年７月１日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日 

 

 

 

（根拠法令） 

地方自治法 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 

 



 

‐４１‐ 

議案第１３９号 

 

東広島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め 

る条例の一部改正について 

 

                         （こども未来部保育課） 

 

１ 改正の理由 

  放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、放課

後児童健全育成事業に従事する職員に関する基準について必要な事項を定めよう

とするものである。 

２ 改正の内容 

  放課後児童支援員として従事する者が修了しなければならない研修を、都道府

県知事及び指定都市の長に加えて、中核市の長も実施することができることとな

ったことに伴い、規定の整備を行う。（第１０条関係） 

３ 施行期日 

公布の日 

 

 

 

（根拠法令） 

 児童福祉法 

第３４条の８の２ 市町村は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営について、

条例で基準を定めなければならない。－略－ 



 

‐４２‐ 

議案第１４０号 

 

   東広島市自然公園設置及び管理条例の一部改正について 

 

                          （都市部都市整備課）  

 

１ 改正の要旨 

  耕地及び山間地における地番の重複を解消するために実施される山地番の変更

に伴い、東広島市自然公園の位置の表示を次のとおり変更しようとするものであ

る。 

名 称 現 行 改 正 

憩いの森公園 東広島市西条町寺家９４１

番地１７ 

東広島市西条町寺家１０９

４１番地１７ 

龍王島自然体験村 東広島市安芸津町風早６５

０番地４１ 

東広島市安芸津町風早１０

６５０番地４１ 

あきまろの里公園 東広島市安芸津町風早４９

７番地１１ 

東広島市安芸津町風早１０

４９７番地１１ 

２ 施行期日 

  令和２年７月１日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日 

 

 

 

 （根拠法令） 

 地方自治法 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 



 

‐４３‐ 

議案第１４１号 

 

   東広島市立学校設置条例の一部改正について 

 

                   （教育委員会学校教育部教育総務課）  

 

１ 改正の要旨 

  耕地及び山間地における地番の重複を解消するために実施される山地番の変更

に伴い、小学校及び中学校の位置の表示を次のとおり変更しようとするものであ

る。 

名 称 現  行 改  正 

東広島市立 

郷田小学校 

東広島市西条町郷曽１１３３

番地 

東広島市西条町郷曽１１１３３

番地 

東広島市立 

板城小学校 

東広島市西条町森近甲２３４

番地１ 

東広島市西条町森近甲１０２３

４番地１ 

東広島市立 

平岩小学校 

東広島市西条町寺家５２１番

地９ 

東広島市西条町寺家１０５２１

番地９ 

東広島市立 

向陽中学校 

東広島市西条町大沢２５番地

２ 

東広島市西条町大沢１００２５

番地２ 

２ 施行期日 

  令和２年７月１日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日 

 

 

 

（根拠法令） 

地方自治法 

第２４４条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めが

あるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれ

を定めなければならない。 

 


